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【手続補正書】
【提出日】令和2年6月12日(2020.6.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技を行い、遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機であって、
　遊技者の動作を検出可能な検出手段と、
　遊技者に対する指示を実行する指示手段と、
　演出実行手段と、を備え、
　前記指示手段は、前記検出手段によって検出可能な指示を実行する第１指示と、前記第
１指示とは異なる第２指示を実行可能であり、
　前記演出実行手段は、
　　前記指示手段によって前記第１指示が実行された場合は、前記検出手段の検出結果に
基づいて演出を実行し、
　　前記指示手段によって前記第２指示が実行された場合は、前記検出手段の検出結果に
関わらず所定タイミングで演出を実行可能であり、
　　操作手段への操作にもとづいて演出を進行可能な操作演出を実行可能であり、
　　前記操作演出が実行される場合に、前記操作手段を模した特別表示を表示可能であり
、
　　前記特別表示を表示しているときに前記操作手段が操作されたことにもとづいて、前
記特別表示の表示を終了することが可能であり、前記有利状態に制御される場合と前記有
利状態に制御されない場合とで、異なる終了態様により特別表示の表示を終了することが
可能である、
　ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　（手段Ａ）本発明による遊技機は、遊技を行い、遊技者にとって有利な有利状態に制御
可能な遊技機であって、遊技者の動作を検出可能な検出手段と、遊技者に対する指示を実
行する指示手段と、演出実行手段と、を備え、前記指示手段は、前記検出手段によって検
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出可能な指示を実行する第１指示と、前記第１指示とは異なる第２指示を実行可能であり
、前記演出実行手段は、前記指示手段によって前記第１指示が実行された場合は、前記検
出手段の検出結果に基づいて演出を実行し、前記指示手段によって前記第２指示が実行さ
れた場合は、前記検出手段の検出結果に関わらず所定タイミングで演出を実行可能であり
、操作手段への操作にもとづいて演出を進行可能な操作演出を実行可能であり、前記操作
演出が実行される場合に、前記操作手段を模した特別表示を表示可能であり、前記特別表
示を表示しているときに前記操作手段が操作されたことにもとづいて、前記特別表示の表
示を終了することが可能であり、前記有利状態に制御される場合と前記有利状態に制御さ
れない場合とで、異なる終了態様により特別表示の表示を終了することが可能である、こ
とを特徴とする。
　（手段１）他の態様による遊技機は、所定の遊技を実行可能な遊技機において、遊技者
の動作（例えば、プッシュボタン３１Ｂへの押下操作）を検出可能な検出手段（例えば、
プッシュセンサ３５Ｂ）と、遊技者に対する指示を実行する指示手段（例えば、演出制御
用ＣＰＵ１２０における、ステップ３０ＩＷＳ３０３，Ｓ３０５，Ｓ３２３，Ｓ３２５を
実行する部分）と、演出実行手段（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０）とを備え、指示手
段は、検出手段によって検出可能な指示を実行する第１指示（例えば、プッシュボタン３
１Ｂへの押下操作に対する指示）と、第１指示とは異なる第２指示（例えば、画像表示装
置５の所定領域に手をかざす動作に対する指示）を実行可能であり（例えば、演出制御用
ＣＰＵ１２０は、ステップ３０ＩＷＳ３０３，Ｓ３２３を行うことにより第１指示を実行
し、ステップ３０ＩＷＳ３０５，Ｓ３２５を行うことにより第２指示を実行する）、演出
実行手段は、指示手段によって第１指示が実行された場合は、検出手段の検出結果に基づ
いて演出を実行し（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０は、ステップ３０ＩＷＳ３０３を行
った場合、ステップ３０ＩＷＳ３０９のＹであるときにステップ３０ＩＷＳ３１３を実行
することによりセリフ演出を実行する。また、ステップ３０ＩＷＳ３２３を行った場合、
ステップ３０ＩＷＳ３２９のＹであるときにステップ３０ＩＷＳ３３６を実行することに
より役物落下演出を実行する）、指示手段によって第２指示が実行された場合は、検出手
段の検出結果に関わらず所定タイミングで演出を実行可能である（例えば、演出制御用Ｃ
ＰＵ１２０は、ステップ３０ＩＷＳ３０５を行った場合、プッシュセンサ３５Ｂによって
プッシュボタン３１Ｂへの操作が検出されるか否かにかかわらず、所定期間経過後にステ
ップ３０ＩＷＳ３１３を実行することによりセリフ演出を実行する。また、ステップ３０
ＩＷＳ３２５を行った場合、プッシュセンサ３５Ｂによってプッシュボタン３１Ｂへの操
作が検出されるか否かにかかわらず、所定期間経過後にステップ３０ＩＷＳ３３６を実行
することにより役物落下演出を実行する。）ことを特徴とする。そのような構成によれば
、演出効果を高めることができる。
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